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区や社会福祉協議会などでは、高齢になっても住み慣れた地域
で安心して生活できるよう、さまざまなサービスを行っています。
申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

【担当課】 高齢者支援課（区役所２階２０１番）

住宅改修費の補助
住宅設備の改修費の一部を補助します。必ず工事前にご相談
ください。工事施工後の申請はできません。
古くなったり壊れたりした物の修理、新築・増改築は対象外
です。
【対象】 運動機能が低下しているなど、住宅改修が必要と認め
られる方
【内容】 手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸
などへの扉の取り替え、便器の洋式化工事
【補助額】 対象工事費（限度額２０万円）の９割
この他にも、浴槽、流し台・洗面台の取り替えを行う場合の
補助もあります。
【問い合わせ】 高齢者支援課 �５６５４‐８２５９

継続的な家事援助
生活支援サービス
定期的にホームヘルパーが訪問し、
買い物・調理・掃除などを行います。
【対象】 運動機能が低下しているな
ど、家事援助が必要と認められる方
【利用時間】 平日の日中、１週間当
たり１時間３０分以内
【費用（４５分当たり）】１５０円
【問い合わせ】 高齢者支援課 �５６５４‐８２５９

しあわせサービス
しあわせサービスの協力会員が、買い物・調理・掃除などを
行います。利用の頻度や時間数などは、相談の上、決定します。
【費用（１時間当たり）】７００円
この他、年会費６００円がかかります。

【問い合わせ】 �飾区社会福祉協議会 �５６９８‐３２１６

シルバーカーの給付
区が指定する機種からお選びください。シニア活動支援セン
ター（立石６‐３８‐１１）で見本を展示しています。
【対象】 運動機能が低下しているか、介護認定が
要支援の方で、住民税が非課税の方
【補助額】 購入費の３分の２（限度額１３，３４０円）
補助は１回限りです。

【問い合わせ】 高齢者支援課 �５６５４‐８２５９

一時的な家事援助
緊急一時介護
ホームヘルパーが買い物・調理・掃除などを行います。

【対象】 本人または家族の病気などにより一時的に家事援助が
必要と認められる方
【利用時間】 日中、１日当たり２時間１５分以内（年７日まで）
【費用（４５分当たり）】 ▽平日 １６０円

▽土・日曜日、祝日 ２００円
【問い合わせ】 高齢者支援課 �５６５４‐８２５９

シルバーご近助隊
シルバー人材センターの会員が一人でできる軽易な作業を行
います（１回３０分程度）。
【対象】 高齢者のみの世帯の方
【費用】 １回３００円（月２回まで）
月３回目以降は１，０００円。材料費などは実費負担。

【問い合わせ】 �飾区シルバー人材センター �５６７０‐５５３６

生活支援ボランティア
ボランティアが草むしりや蛍光灯の取り替え、窓拭きなどの
軽作業を行います（１回１時間程度）。
【費用】 無料。物品購入費などは実費負担。
【問い合わせ】 かつしかボランティアセンター �５６９８‐２５１１

寝具の乾燥消毒
毎月１回、寝具をお預かりし、乾燥消毒後お返しします。
定期的にご利用ください。

【対象】 ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方で、寝具乾
燥の作業が困難な方
【乾燥消毒する寝具】
敷布団、掛布団、マットレス、毛布の各１枚
【費用（１回当たり）】 ▽乾燥消毒 ７０円

▽水洗い乾燥消毒（９月のみ）２４０円
水洗い乾燥消毒のみの申し込みはできません。

【問い合わせ】 高齢者支援課 �５６５４‐８２５９

家庭用卓上電磁調理器の購入費補助
区が指定する電磁調理器と専用調理器具（片手鍋、両手鍋な
ど）からお選びください。
【対象】 区の見守り型緊急通報システム利用者のうち、介護認
定が要支援までの方で、区の配食サービスを利用していない方
【補助額】 購入費の９割（限度額１８，０００円）
補助は１世帯１回限りです。

【問い合わせ】 高齢者支援課 �５６５４‐８２５９

高齢の方の暮らしに関するご相談は、高齢者総合相談センターでも受け付けています。
連絡先などが分からない方は、高齢者支援課 �５６５４‐８２５９ へお問い合わせください。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。
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区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは
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